
 

 

 

職員の号給の切替え等に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和８年大阪市条例第19号。

以下「改正給与条例」という。）附則第３項の規定に基づき、改正給与条例の施行の日（以下「施

行日」という。）に昇給し、昇格し又は降格した職員の号給の切替え等に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（施行日における号給の切替えの特例） 

第２条 改正給与条例附則第２項の規定の適用を受ける職員（以下「特定職員」という。）で施行日

に昇給したものに係る施行日における号給の切替えについては、同項の規定による号給の切替え

がないものとした場合にその者が職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則（昭和59年大阪市

規則第15号。以下「初任給昇給等規則」という。）の規定により施行日に受けることとなる号給を

旧号給（施行日の前日において職員が受けていた号給をいう。以下同じ。）とみなして、同項の規

定を適用する。 

（施行日における昇格又は降格の特例） 

第３条 施行日の前日において保育士給料表の適用を受けていた職員で、旧級（同日において職員

が属していた職務の級をいう。）が３級であるもののうち、施行日に４級に昇格した職員の新号

給（施行日における職員の号給をいう。以下同じ。）は、61号給とする。 

２ 特定職員で施行日に昇格したものの新号給は、旧号給に対応する別表の新号給欄に定める号給

とする。この場合において、施行日に昇給した特定職員については、当該昇格及び改正給与条例

附則第２項の規定による号給の切替えがないものとした場合にその者が初任給昇給等規則の規定

により施行日に受けることとなる号給を旧号給とみなして、同表の規定を適用する。 

３ 特定職員で施行日に降格したものについては、当該降格及び改正給与条例附則第２項の規定に

よる号給の切替え並びに改正給与条例による改正後の職員の給与に関する条例（昭和31年大阪市

条例第29号）別表第６の規定の適用がないものとした場合にその者が初任給昇給等規則の規定に

より施行日に受けることとなる号給に対応する改正給与条例による改正前の職員の給与に関する

条例別表第６の号給欄に掲げる号給の給料月額を旧号給の給料月額とみなして、初任給昇給等規

則第９条第１項及び第２項の規定を適用する。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

大阪市規則第55号



 

別表（第３条関係） 

旧号給 新号給 

１ １ 

２ １ 

３ １ 

４ １ 

５ １ 

６ １ 

７ １ 

８ １ 

９ １ 

10 １ 

11 １ 

12 １ 

13 １ 

14 １ 

15 １ 

16 １ 

17 １ 

18 １ 

19 １ 

20 １ 

21 １ 

22 ２ 

23 ３ 

24 ４ 

25 ５ 

26 ６ 

27 ７ 

28 ８ 

29 ９ 



 

30 10 

31 11 

32 12 

33 13 

34 14 

35 15 

36 16 

37 17 

38 18 

39 19 

40 20 

41 21 

42 22 

43 23 

44 24 

45 25 

46 26 

47 27 

48 28 

49 29 

50 30 

51 31 

52 32 

53 33 

54 34 

55 35 

56 36 

57 37 

58 38 

59 39 

60 40 



 

61 41 

62 42 

63 43 

64 44 

65 45 

66 46 

67 47 

68 48 

69 49 

70 50 

71 51 

72 52 

73 53 

74 54 

75 55 

76 56 

77 57 

78 57 

79 57 

80 57 

81 57 
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